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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、０％～０．１％の炭素、１２％～２０％のクロム、０％～４％のモリブデン
、０％～６％のタングステン、５％～１２％のコバルト、０％～１４％の鉄、４％～８％
のニオブ、０．６％～２．６％のアルミニウム、０．４％～１．４％のチタン、０．００
３％～０．０３％のリン、０．００３％～０．０１５％のホウ素を含有し、残部が不可避
不純物及びニッケルからなり；モリブデンの質量％及びタングステンの質量％の和は、２
％以上８％以下であり、アルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は２％～６％であ
り、アルミニウムの原子％対チタンの原子％の比は、少なくとも１．５であり、ニオブの
原子％で割ったアルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は０．８～１．３である、
ニッケル基合金を処理する方法であって、
前記ニッケル基合金を加工して所望の形状にすること、及び、
前記ニッケル基合金に直接時効を施すこと
を含む前記方法。
【請求項２】
　前記ニッケル基合金を加工して所望の形状にすることが、前記ニッケル基合金を９１３
℃～１０６６℃の範囲にわたる加工温度で加工することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ニッケル基合金を加工して所望の形状にすることが、前記ニッケル基合金を９１３
℃～１０３８℃の範囲にわたる加工温度で加工することを含み；前記ニッケル基合金に直
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接時効を施した後に、前記ニッケル基合金は、同一の温度で鍛造した、溶体化処理及び時
効を施した同等のニッケル基合金と比較して、増大した降伏引張強さを有する、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記ニッケル基合金を加工して所望の形状にすることが、前記ニッケル基合金を９８２
℃～１０６６℃の範囲にわたる加工温度で加工することを含み；前記ニッケル基合金に直
接時効を施した後に、前記ニッケル基合金は、同一の温度で鍛造した溶体化処理及び時効
を施した同等のニッケル基合金と比較して、増大した７０４℃破断寿命を有する、請求項
２に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、前記ニッケル基合金を前記加工温度から７６０℃に急速に冷却すること、
及び、前記ニッケル基合金を７６０℃から室温に冷却することを更に含む、請求項２に記
載の方法。
【請求項６】
　前記ニッケル基合金を加工することが、鍛造、熱間圧延、押出し、及び、スエージング
のうちの少なくとも１つを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ニッケル基合金を加工することが、最終加工パスの前に、前記ニッケル基合金を９
１３℃～１０６６℃の範囲にわたる温度で再加熱することを更に含む、請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　前記ニッケル基合金を急速に冷却することが、前記合金を１０℃／分～１６６７℃／分
の冷却速度で冷却することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　加工によってもたらされる最終変形の程度が１０％を超える、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記最終変形の程度は１２％～６７％の範囲にわたる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ニッケル基合金を加工して所望の形状にすることが、室温冷間加工を含む、請求項
２に記載の方法。
【請求項１２】
　室温冷間加工は、冷間圧延、冷間引抜き、鍛造、及びスエージングのうちの少なくとも
１つを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ニッケル基合金に直接時効を施すことが、
　前記ニッケル基合金を７４１℃～８０２℃の範囲にわたる第１の直接時効温度で少なく
とも２時間加熱すること；
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から６２１℃～７１８℃の範囲にわたる
第２の直接時効温度に冷却すること；
　前記ニッケル基合金を前記第２の直接時効温度で少なくとも８時間加熱すること；及び
、
　前記ニッケル基合金を前記第２の直接時効温度から室温に冷却すること；
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から第２の直接時効温度に冷却すること
が、前記ニッケル基合金を炉冷することを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から第２の直接時効温度に冷却すること
が、４４℃／時間～６７℃／時間の冷却速度で冷却することを含む、請求項１３に記載の
方法。
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【請求項１６】
　前記ニッケル基合金に直接時効を施すことが、
　前記ニッケル基合金を７４１℃～８０２℃の範囲にわたる第１の直接時効温度で少なく
とも２時間加熱すること；
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から室温に冷却し、次に前記ニッケル基
合金を６２１℃～７１８℃の範囲にわたる第２の直接時効温度に再加熱すること；
　前記ニッケル基合金を前記第２の直接時効温度で少なくとも８時間加熱すること；及び
、
　前記ニッケル基合金を前記第２の直接時効温度から室温に冷却すること；
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を熱間加工すること、温間
加工すること、および冷間加工することのうちの少なくとも一つを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項１８】
　質量％で、０％～０．１％の炭素、１２％～２０％のクロム、０％～４％のモリブデン
、０％～６％のタングステン、５％～１２％のコバルト、０％～１４％の鉄、４％～８％
のニオブ、０．６％～２．６％のアルミニウム、０．４％～１．４％のチタン、０．００
３％～０．０３％のリン、０．００３％～０．０１５％のホウ素を含有し、残部が不可避
不純物及びニッケルからなり；モリブデンの質量％及びタングステンの質量％の和は、２
％以上８％以下であり、アルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は２％～６％であ
り、アルミニウムの原子％対チタンの原子％の比は、少なくとも１．５であり、ニオブの
原子％で割ったアルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は０．８～１．３である、
ニッケル基合金を処理する方法であって、
　前記ニッケル基合金を加工して所望の形状にすること；及び、
　前記ニッケル基合金を直接時効すること
を含み、直接時効は、
　前記ニッケル基合金を７４１℃～８０２℃の範囲にわたる第１の直接時効温度で少なく
とも２時間加熱すること；
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から６２１℃～７１８℃の範囲にわたる
第２の直接時効温度に冷却すること；
　前記ニッケル基合金を前記第２の直接時効温度で少なくとも８時間加熱すること；及び
、
　前記ニッケル基合金を前記第２の直接時効温度から室温に冷却すること；
を含む、前記方法。
【請求項１９】
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から前記第２の直接時効温度に冷却する
ことが、前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から室温に冷却し、次に前記ニッ
ケル基合金を前記第２の直接時効温度に再加熱することを含む、請求項１８に記載の方法
。
【請求項２０】
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から前記第２の直接時効温度に冷却する
ことが、前記ニッケル基合金を４４℃／時間～６７℃／時間の冷却速度で冷却することを
含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を９１３℃～１０６６℃の
範囲にわたる加工温度で加工することを含み、
　前記方法は、
　前記ニッケル基合金を加工温度から７６０℃に１０℃／分～１６６７℃／分の冷却速度
で急速に冷却すること；及び、
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　前記ニッケル基合金を７６０℃から室温に冷却すること；
を更に含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を９１３℃～１０３８℃の
範囲にわたる加工温度で加工することを含み；前記ニッケル基合金に直接時効を施した後
に、前記ニッケル基合金は、同一の温度で鍛造した、溶体化処理及び時効を施した同等の
ニッケル基合金と比較して、増大した降伏引張強さを有する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を９８２℃～１０６６℃の
範囲にわたる加工温度で加工することを含み；前記ニッケル基合金に直接時効を施した後
に、前記ニッケル基合金は、同一の温度で鍛造した、溶体化処理及び時効を施した同等の
ニッケル基合金と比較して、増大した７０４℃破断寿命を有する、請求項２１に記載の方
法。
【請求項２４】
　前記ニッケル基合金を加工することが、最終加工パスの前に、前記ニッケル基合金を９
１３℃～１０６６℃の範囲にわたる温度で再加熱することをさらに含む、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記ニッケル基合金の加工によりもたらされる最終変形の程度が１０％を超える、請求
項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記最終変形の程度が１２％～６７％の範囲にわたる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を室温冷間加工することを
含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を熱間加工すること、温間
加工すること、および冷間加工することのうちの少なくとも一つを含む、請求項１８に記
載の方法。
【請求項２９】
　製造物品を形成する方法であって、
　質量％で、０％～０．１％の炭素、１２％～２０％のクロム、０％～４％のモリブデン
、０％～６％のタングステン、５％～１２％のコバルト、０％～１４％の鉄、４％～８％
のニオブ、０．６％～２．６％のアルミニウム、０．４％～１．４％のチタン、０．００
３％～０．０３％のリン、０．００３％～０．０１５％のホウ素を含有し、残部が不可避
不純物及びニッケルからなり；モリブデンの質量％及びタングステンの質量％の和は、２
％以上８％以下であり、アルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は２％～６％であ
り、アルミニウムの原子％対チタンの原子％の比は、少なくとも１．５であり、ニオブの
原子％で割ったアルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は０．８～１．３である、
ニッケル基合金を加工して所望の形状にすること；及び、
　前記ニッケル基合金を直接時効すること；
を含み、直接時効は、
　前記ニッケル基合金を７４１℃～８０２℃の範囲にわたる第１の直接時効温度で少なく
とも２時間加熱すること；
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から６２１℃～７１８℃の範囲にわたる
第２の直接時効温度に冷却すること；
　前記ニッケル基合金を前記第２の直接時効温度で少なくとも８時間加熱すること；及び
、
　前記ニッケル基合金を前記第２の直接時効温度から室温に冷却すること；
を含む、前記方法。
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【請求項３０】
　前記ニッケル基合金を前記第１の直接時効温度から前記第２の直接時効温度に冷却する
ことが、前記ニッケル基合金を室温に冷却し、次に前記ニッケル基合金を前記第２の直接
時効温度に再加熱することを含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を９１３℃～１０６６℃の
範囲にわたる加工温度で加工することを含み、
　前記方法が、
　前記ニッケル基合金を前記加工温度から７６０℃に１０℃／分～１６６７℃／分の冷却
速度で急速に冷却すること；及び、
　前記ニッケル基合金を７６０℃から室温に冷却すること；
を更に含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を９１３℃～１０３８℃の
範囲にわたる加工温度で加工することを含み；前記ニッケル基合金に直接時効を施した後
に、前記ニッケル基合金は、同一の温度で鍛造した、溶体化処理及び時効を施した同類の
ニッケル基合金と比較して、増大した降伏引張強さを有する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を９８２℃～１０６６℃の
範囲にわたる加工温度で加工することを含み；前記ニッケル基合金に直接時効を施した後
に、前記ニッケル基合金は、同一の温度で鍛造した、溶体化処理及び時効を施した同類の
ニッケル基合金と比較して、増大した７０４℃破断寿命を有する、請求項２９に記載の方
法。
【請求項３４】
　前記製造物品は、タービンディスク、圧縮機ディスク、ブレード、シャフト、及びファ
スナーからなる群から選択される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３５】
　前記ニッケル基合金を加工することが、前記ニッケル基合金を熱間加工すること、温間
加工すること、および冷間加工することのうちの少なくとも一つを含む、請求項２９に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施態様は、ニッケル基合金及びニッケル基合金に直接時効（direct aging）
を施す方法に関する。特に、本開示の特定の実施態様は、７１８プラス（登録商標）ニッ
ケル基合金に直接時効を施して、改善された機械的性質、例えば、以下に限定するわけで
はないが、引張強さ、降伏強さ、低サイクル疲れ寿命、疲れ亀裂成長、及びクリープ及び
破断寿命を合金に付与する方法に関する。本開示の他の実施態様は、改善された機械的性
質、例えば、以下に限定するわけではないが、引張強さ、降伏強さ、低サイクル疲れ寿命
、疲れ亀裂成長、及びクリープ及び破断寿命を有する直接時効を施した７１８プラス（登
録商標）ニッケル基合金、並びにこれから製造された製造物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　長年にわたるガスタービンエンジンの性能向上のペースは、ニッケル基超耐熱合金の高
温機械的性質の向上に依存していた。こうした合金は、最も高温の稼働温度にさらされる
ガスタービンエンジンの大半の構成部品用に選択される材料である。ガスタービンエンジ
ンの構成部品、例えば、ディスク、ブレード、ファスナー、ケース、及びシャフトは典型
的に、ニッケル基超耐熱合金から製造され、超高温で長時間高い応力に耐える必要がある
。
【０００３】
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　合金７１８は、最も広く使用されているニッケル基超耐熱合金のうちの一つであり、米
国特許第3,046,108号において一般に説明されており、この明細書を本明細書において参
考のために特に引用する。
【０００４】
　合金７１８の広範囲にわたる使用は、合金の幾つかの類のない特徴から生じる。例えば
、合金７１８は、高い強度及び最高約６８９℃（１２００°F）までの好都合な応力－破
断特性を有する。加えて、合金７１８は、好都合な処理特性、例えば鋳造性及び熱間加工
性、並びに良好な溶接性を有する。こうした好都合な特性は、合金７１８から製造された
構成部品の容易な製造及び、必要な場合、修理を可能にする。しかしながら、６８９℃（
１２００°F）より高い温度で、合金７１８の機械的性質は急速に劣化する。従って、合
金７１８の使用は、約６８９℃（１２００°F）未満の用途に制限されてきた。
【０００５】
　他の超合金が開発され、例えば、合金７１８と比較して増大した加熱能力を有するレネ
イ４１（登録商標）（Rene 41（登録商標））（ＡＴＩプロパティーズ社の登録商標）及
びワスパロイTM（WaspaloyTM）ニッケル基合金（プラット＆ホイットニー・エアクラフト
社の商標）であり、この両方は、モンロー、ノースカロライナのＡＴＩアルバック社から
入手可能である。しかしながら、これらの合金には、不満足な加工性及び溶接性という問
題があり、また、高価な合金元素のより高いレベルの取り込みが一因となって合金７１８
よりも高価である。
【０００６】
　ニッケル基超耐熱合金７１８プラス（登録商標）（ＡＴＩプロパティーズ社の商標）は
米国特許第6,730,264号において大まかに説明されており、該米国特許を本明細書に参照
のために特に援用する。合金７１８プラス（登録商標）は、重量％で、最高約０．１％ま
での炭素、約１２％～約２０％のクロム、最高約４％までのモリブデン、最高約６％まで
のタングステン、約５％～約１２％のコバルト、最高約１４％までの鉄、約４％～約８％
のニオブ、約０．６％～約２．６％のアルミニウム、約０．４％～約１．４％のチタン、
約０．００３％～約０．０３％のリン、約０．００３％～約０．０１５％のホウ素、及び
ニッケルを含み；ここで、モリブデンの重量％及びタングステンの重量％の和は、約２％
以上であり且つ約８％以下であり、アルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は約２
％～約６％であり、アルミニウムの原子％対チタンの原子％の比は、少なくとも約１．５
であり、ニオブの原子％で割ったアルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は約０．
８～約１．３である。合金７１８プラス（登録商標）は、合金７１８と比較して、改善さ
れた高温機械的性質を示す。加えて、合金７１８プラス（登録商標）は一般に、レネイ４
１（登録商標）合金及びワスパロイTMニッケル基合金よりも良好な熱間加工性及び溶接性
を有し、より安価である。
【０００７】
　本明細書に参照のためにその明細書全体を特に援用する同時係属中の米国特許出願第10
/679,899号において、発明者らは、ニッケル基合金並びに溶体化処理及び時効を利用した
該ニッケル基合金の処理方法を説明している。その中に開示された方法に従って処理した
合金は、好都合な高温機械的性質を有し、これは、高温にさらされた時に実質的に安定な
ままである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　それにもかかわらず、さらに改善された高温機械的性質を有し、同時に、処理の最中に
溶体化処理工程を必要としないニッケル基合金を提供することは有利であると思われる。
以下に詳述するように、本願発明者らは、溶体化処理工程の必要とすることなく、向上し
た熱的に安定な能力を提供するニッケル基合金を処理する方法を特定した。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　本開示の様々な実施態様は、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金に直接時効を施
す方法に関する。改善された機械的性質は、本明細書に開示する様々な非限定な実施態様
に従って直接時効を施した７１８プラス（登録商標）合金において観察することができる
。
【００１０】
　一つの非限定的な実施態様によれば、ニッケル基合金を処理する方法であって、ニッケ
ル基合金を加工して所望の形状にすること、及び、ニッケル基合金に直接時効を施するこ
とを含む方法が提供される。この非限定的具体例に従うニッケル基合金は、重量％で、最
高約０．１％までの炭素、約１２％～約２０％のクロム、最高約４％までのモリブデン、
最高約６％までのタングステン、約５％～約１２％のコバルト、最高約１４％までの鉄、
約４％～約８％のニオブ、約０．６％～約２．６％のアルミニウム、約０．４％～約１．
４％のチタン、約０．００３％～約０．０３％のリン、約０．００３％～約０．０１５％
のホウ素、ニッケル、及び偶発的な不純物を含み；ここで、モリブデンの重量％及びタン
グステンの重量％の和は、約２％以上であり且つ約８％以下であり、アルミニウムの原子
％及びチタンの原子％の和は約２％～約６％であり、アルミニウムの原子％対チタンの原
子％の比は、約１．５以上であり、ニオブの原子％で割ったアルミニウムの原子％及びチ
タンの原子％の和は約０．８～約１．３である。
【００１１】
　別の非限定的な実施態様は、重量％で、最高約０．１％までの炭素、約１２％～約２０
％のクロム、最高約４％までのモリブデン、最高約６％までのタングステン、約５％～約
１２％のコバルト、最高約１４％までの鉄、約４％～約８％のニオブ、約０．６％～約２
．６％のアルミニウム、約０．４％～約１．４％のチタン、約０．００３％～約０．０３
％のリン、約０．００３％～約０．０１５％のホウ素、ニッケル、及び偶発的な不純物を
含む組成を有するニッケル基合金を処理する方法を提供し；ここで、モリブデンの重量％
及びタングステンの重量％の和は、約２％以上であり且つ約８％以下であり、アルミニウ
ムの原子％及びチタンの原子％の和は約２％～約６％であり、アルミニウムの原子％対チ
タンの原子％の比は、少なくとも約１．５であり、ニオブの原子％で割ったアルミニウム
の原子％及びチタンの原子％の和は約０．８～約１．３である。処理する方法は、前記ニ
ッケル基合金を加工して所望の形状にすること、及び、前記ニッケル基合金に直接時効を
施すことを含む。ニッケル基合金に直接時効を施すことは、ニッケル基合金を７４１℃（
１３６５°F）～８０２℃（１４７５°F）の範囲にわたる第１の直接時効温度で少なくと
も２時間加熱すること、ニッケル基合金を第１の直接時効温度から６２１℃（１１５０°
F）～７１８℃（１３２５°F）の範囲にわたる第２の直接時効温度に冷却すること、前記
ニッケル基合金を第２の直接時効温度で少なくとも８時間加熱すること、及び、前記ニッ
ケル基合金を第２の直接時効温度から室温に冷却することを含む。
【００１２】
　更なる非限定的な実施態様は、製造物品を形成する方法であって、７１８プラス（登録
商標）ニッケル基合金を加工すること、及び、ニッケル基合金に直接時効を施すことを含
む方法を提供する。ニッケル基合金に直接時効を施すことは、ニッケル基合金を７４１℃
（１３６５°F）～８０２℃（１４７５°F）の範囲にわたる第１の直接時効温度で少なく
とも２時間加熱すること、ニッケル基合金を第１の直接時効温度から６２１℃（１１５０
°F）～７１８℃（１３２５°F）の範囲にわたる第２の直接時効温度に冷却すること、前
記ニッケル基合金を第２の直接時効温度で少なくとも８時間加熱すること、及び、前記ニ
ッケル基合金を第２の直接時効温度から室温に冷却することを含む。
【００１３】
　更に別の非限定的な実施態様は、直前または以下に説明するプロセスのいずれかによっ
て製造された製造物品を提供する。製造物品を、タービンまたは圧縮機ディスク、ブレー
ド、シャフト、及びファスナーからなる群から選択してよい。
【００１４】
　更なる非限定的な実施態様においては、本開示は、重量％で、最高約０．１％までの炭
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素、約１２％～約２０％のクロム、最高約４％までのモリブデン、最高約６％までのタン
グステン、約５％～約１２％のコバルト、最高約１４％までの鉄、約４％～約８％のニオ
ブ、約０．６％～約２．６％のアルミニウム、約０．４％～約１．４％のチタン、約０．
００３％～約０．０３％のリン、約０．００３％～約０．０１５％のホウ素、ニッケル、
及び偶発的な不純物を含む直接時効を施したニッケル基合金を提供するが、ここで、モリ
ブデンの重量％及びタングステンの重量％の和は、約２％以上であり且つ約８％以下であ
り、アルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は約２％～約６％であり、アルミニウ
ムの原子％対チタンの原子％の比は、少なくとも約１．５であり、ニオブの原子％で割っ
たアルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は約０．８～約１．３である。直接時効
を施したニッケル基合金は、ニッケル基合金を加工して所望の形状にすること、及び、ニ
ッケル基合金に直接時効を施すことを含むプロセスによって製造される。これらの実施態
様によれば、ニッケル基合金を加工することは、該ニッケル基合金を９１３℃（１６７５
°F）～１０６６℃（１９５０°F）の範囲にわたる加工温度で加工すること、ニッケルベ
ースを約１０℃／min（１８°F／min）～約１６６７℃／min（３０００°F／min）の冷却
速度で加工温度から７６０℃（１４００°F）に急速に冷却すること、及び、前記ニッケ
ル基合金を７６０℃（１４００°F）から室温に冷却することを含む。これらの非限定的
な実施態様に従ってニッケル基合金に直接時効を施すことは、ニッケル基合金を７４１℃
（１３６５°F）～８０２℃（１４７５°F）の範囲にわたる第１の直接時効温度で少なく
とも２時間加熱すること；ニッケル基合金を第１の直接時効温度から６２１℃（１１５０
°F）～７１８℃（１３２５°F）の範囲にわたる第２の直接時効温度に冷却すること、前
記ニッケル基合金を第２の直接時効温度で少なくとも８時間加熱すること、及び、前記ニ
ッケル基合金を第２の直接時効温度から室温に冷却することを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本開示の特定の非限定的な実施態様は、熱間加工、温間加工又は冷間加工、及び、直接
時効によって熱加工を施された（thermomechanically processed）７１８－タイプニッケ
ル基合金に関する。本明細書において使用する“直接時効”という用語は、本明細書にお
いて説明するように、先行熱処理工程（例えば溶体化処理工程）無しに、加工の後に、ニ
ッケル基合金を時効プロセスにかけて処理することと定義される。本明細書において使用
する“時効”及び“時効プロセス”という用語は、ニッケル基合金を、γ′－相（ガンマ
プライム相）及びγ″－相（ガンマダブルプライム相）のための固溶限度線温度未満の温
度で加熱して、γ′－相（ガンマプライム相）及びγ″－相（ガンマダブルプライム相）
析出物を形成することを意味する。本明細書において使用する“溶体化処理”及び“溶体
化処理した”という用語は、合金を熱処理工程にまで処理することを意味し、ここで、合
金を、合金中に存在する実質的にすべての相、例えばγ′－相（ガンマプライム相）及び
γ″－相（ガンマダブルプライム相）析出物を溶解させるのに十分な温度及び時間（すな
わち、固溶限度線温度またはこれを超える温度）で加熱する。
【００１６】
　直接時効によって処理した時に、全てのニッケル基超耐熱合金がこのような優れた能力
を示すわけではない。例えば、ワスパロイTM合金のγ′粒子（ガンマプライム粒子）を析
出硬化する速い析出動力学、及び、より低い熱間加工温度での乏しい熱間加工性が理由と
なって、ワスパロイTM合金の直接時効から得られる利点はわずかである。
【００１７】
　本開示の方法の特定の非限定的な実施態様は、本開示の直接時効プロセスを用いて処理
していない同じニッケル基合金と比較した場合に、高温で向上した熱的に安定な機械的性
質を有する７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金を提供する点で有利となり得る。本
明細書において使用する“機械的性質”という用語は、力を加えた時に弾性及び非弾性反
応を示すか、または応力と歪みとの間の関係を含む合金の特性と定義される。本明細書に
おいて使用する“熱的に安定な機械的性質”という語句は、合金の機械的性質、例えば、
引張強さ、降伏強さ、伸び、疲れ亀裂成長、低サイクル疲れ、及びクリープ及び破断寿命
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などが、約７６０℃（１４００°F）の温度に１００時間以上さらした後に、さらす前の
同一の機械的性質と比較して、実質的に低下しないことを意味する。
【００１８】
　特定の非限定的な実施態様によれば、本願に開示された方法は、直接時効プロセスを用
いて処理していない同一の合金と比較して、高温で向上した引張強さを有する７１８プラ
ス（登録商標）ニッケル基合金を提供するための直接時効を含む。他の非限定的な実施態
様においては、本開示の方法は、直接時効プロセスを用いて処理していない同一の合金と
比較して、高温で向上した破断寿命を有する７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金を
提供するための直接時効を含む。加えて、本明細書において説明する様々な直接時効方法
は、改善された低サイクル疲れをもたらすことができる。様々な非限定的な実施態様によ
れば、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金の直接時効処理による利益の一つとして
、該処理が、（ａ）微細な結晶粒度（例えば結晶粒度ＡＳＴＭ　１０以上、表２を参照さ
れたい）；及び（ｂ）高い引張強さをもたらすことができることがある。低サイクル疲れ
の改善は、少なくとも部分的には、直接時効処理からのこうした特性の改善から生じると
考えられている。
【００１９】
　本開示の非限定的な実施態様は、ニッケル基超耐熱合金、例えば、以下に限定する意図
はないが、合金７１８プラス（登録商標）ニッケル基超耐熱合金に直接時効を施す方法、
並びに直接時効した７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金を含む組成物及び製造物品
に関する。本明細書において使用する“ニッケル基合金”及び“ニッケル基超耐熱合金”
という用語は、ニッケル及び１つ以上の合金元素の合金を意味する。７１８プラス（登録
商標）のニッケルに基づく超合金は一般に、明細書を本明細書において参考のために特に
引用する米国特許第6,730,264号において説明されており、ノースカロライナ州モンロー
のＡＴＩアルバック社から入手可能である。該米国特許の中で説明される合金７１８プラ
ス（登録商標）は、重量％で、最高約０．１％までの炭素、約１２％～約２０％のクロム
、最高約４％までのモリブデン、最高約６％までのタングステン、約５％～約１２％のコ
バルト、最高約１４％までの鉄、約４％～約８％のニオブ、約０．６％～約２．６％のア
ルミニウム、約０．４％～約１．４％のチタン、約０．００３％～約０．０３％のリン、
約０．００３％～約０．０１５％のホウ素、ニッケル、及び偶発的な不純物を含み；ここ
で、モリブデンの重量％及びタングステンの重量％の和は約２％以上であり且つ約８％以
下であり、アルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は約２％～約６％であり、アル
ミニウムの原子％対チタンの原子％の比は、少なくとも約１．５であり、ニオブの原子％
で割ったアルミニウムの原子％及びチタンの原子％の和は約０．８～約１．３である。
【００２０】
　実施例又は特に断りがある場合以外は、本明細書及び請求の範囲において使用する成分
の量、処理条件などを表す全ての数は、全ての場合に“約”という用語によって修正され
ることは理解できるはずである。従って、特に断らない限り、明細書及び添付の請求の範
囲において述べる数値パラメータは、得ようと試みた所望の特性に依存して変動し得る概
数値である。最低限のことではあるが、請求の範囲に対する均等論の適用を制限するため
というわけではなく、各数値パラメータは少なくとも、報告された有効桁の数字を考慮し
、通常の端数処理技術を適用することによって解釈されるべきである。
【００２１】
　広い開示の範囲を記載する数値範囲及びパラメータは概数値である一方、具体的な実施
例に記載の数値はできる限り正確に報告される。しかしながら、いかなる数値も、本質的
に、各数値の試験測定において見い出される標準偏差から必然的に生じるある種の誤差、
例えば、装置誤差及び／またはオペレータ誤差を含むことがある。
【００２２】
　また、本明細書において記載する任意の数値の範囲は、その中に包含される全ての部分
的範囲を含むことが意図されていることは理解できるはずである。例えば、“１～１０”
の範囲であれば、記載された最小値１及び記載された最大値１０の間（及び最小値１及び
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最大値１０を含む）の全ての部分的範囲を包含することが意図されている、すなわち、１
以上の下限値及び１０以下の上限値を有する。
【００２３】
　本明細書において参照のために援用されると記載されている、任意の特許、刊行物、ま
たは他の開示資料の全部又は一部は、援用した資料が本開示において述べる既存の定義、
陳述、または他の開示資料と矛盾しない程度でのみ本明細書において援用される。そのた
め、必要な範囲で、本明細書に記載される本開示は、本明細書において参照のために援用
される任意の矛盾した資料に優先する。本明細書において参照のために援用されると記載
さられているが本明細書に記載され現に存在する定義、陳述、または他の開示資料と矛盾
する任意の資料（またはその一部分）は、援用した資料と既存の開示資料との間に矛盾が
生じない範囲で援用されるにとどまる。
【００２４】
　本開示の様々な非限定的な実施態様に従って７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金
に直接時効を施す方法を、以下に説明する。本開示の方法の特定の非限定的な実施態様に
よれば、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金を加工して所望の形状にし、次に直接
時効を施す。こうした実施態様によれば、ニッケル基合金を加工して所望の形状にするこ
とは、熱間加工、温間加工、及び冷間加工またはこれらの様々な組合せを含んでよい。本
開示の、一つの具体的な非限定的実施態様では、ニッケル基合金を加工することは、合金
を熱間加工し、続いて合金を冷間加工することを含む。本開示の別の非限定的実施態様で
は、ニッケル基合金を加工することは、合金を冷間加工することを含む。
【００２５】
　本明細書において使用する“加工すること”という用語は、塑性変形によってニッケル
基合金の形状を操作及び／または変更することを意味する。本明細書において使用する“
塑性変形”という用語は、加えた応力の作用下での材料の永続的なゆがみを意味する。本
明細書において使用する“熱間加工”という用語は、合金を十分に高い温度で加工し、そ
の結果、ひずみ硬化は起きないことを意味する。熱間加工のための低温限界は、合金の再
結晶温度であり、これは、本開示の合金の場合、約９８２℃（１８００°F）であるが、
再結晶温度は、合金中に存在する歪みの量に依存する場合がある。本開示の一つの実施態
様では、ニッケル基合金を熱間加工する非限定的な実施例は、鍛造、熱間圧延、押出し、
ハンマリング、及びスエージングのうちの少なくとも１つを含んでよい。本明細書におい
て使用する“冷間加工”という用語は、合金を、ひずみ硬化を生じるのに十分に低い温度
で加工することを意味する。本明細書において使用する“ひずみ硬化”という用語は、再
結晶温度範囲よりも低い温度での塑性変形によって生じた硬度及び強度の増大を意味する
。冷間加工のための高温限界は、合金の再結晶温度であり、これは、本開示の合金の場合
、約９８２℃（１８００°F）である。本明細書において使用する“鍛造すること”とい
う用語は、衝撃または圧力によって、金属合金を所望の形状に加工するプロセスを意味し
、これは、熱間加工、温間加工、冷間加工、またはこれらの組合せを含んでよい。本明細
書において使用する“加工すること”及び“鍛造すること”という用語は、実質的に同義
語である。本明細書において使用する“鍛造温度”という用語は、金属合金を鍛造するか
又は加工して所望の形状にする温度を意味する。
【００２６】
　本明細書中に開示する様々な非限定的実施態様によれば、７１８プラス（登録商標）ニ
ッケル基合金を加工することは、合金を約９１３℃（１６７５°F）～約１０６６℃（１
９５０℃）の範囲にわたる加工温度または鍛造温度に加熱し、続いて合金を加工または鍛
造することを含む。特定の非限定的実施態様によれば、７１８プラス（登録商標）ニッケ
ル基合金を加工することは、合金を約９１３℃（１６７５°F）～約１０３８℃（１９０
０°F）の範囲にわたる加工温度または鍛造温度で加熱し、続いて合金を加工または鍛造
することを含んでよい。この温度範囲内で合金を加工または鍛造し、続いて直接時効を施
すことは、以下に検討するように、増大した高温機械的性質、例えば、増大した引張強さ
を有する合金を提供する。他の非限定的実施態様によれば、７１８プラス（登録商標）ニ
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ッケル基合金を加工することは、合金を約９８２℃（１８００°F）～約１０６６℃（１
９５０℃）の範囲にわたる加工温度または鍛造温度に加熱し、続いて合金を加工または鍛
造することを含んでよい。この温度範囲内で合金を加工または鍛造し、続いて直接時効す
ることは、以下に検討するように、増大した高温破断寿命を有する合金を提供する。さら
に、合金の加工は、合金を繰り返し加熱及び加工して、所望の形状を実現することを含ん
でよい。ニッケル基合金を加工温度で加工して所望の形状にした後に、ニッケル基合金を
加工温度から７６０℃（１４００°F）に急速に冷却する。合金を次に、７６０℃（１４
００°F）から室温に任意の速度で冷却する。
【００２７】
　７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金の直接時効は、鍛造温度約９１３℃（１６７
５°F）～約１０６６℃（１９５０°F）の範囲内で、合金の機械的性質に最大の影響を及
ぼした。同一の条件下で、同一の鍛造プロセスの下で鍛造した溶体化処理及び時効を施し
た合金と比較して、降伏強さの増大及び改善された応力破断寿命が観察される。しかしな
がら、引張強さ及び破断寿命の鍛造温度依存性は、直接時効条件下で異なる。同一の温度
範囲内で鍛造した溶体化処理及び時効を施した合金と比較して、降伏強さの最大の増加（
７０４℃（１３００°F）で）は、約９１３℃（１６７５°F）～約１０３８℃（１９００
°F）の範囲内の温度での鍛造によって生じる。一方、溶体化処理及び時効を施したレベ
ルにまさる、破断寿命の最大の伸び（７０４℃（１３００°F）で）は、約９８２℃（１
８００°F）～約１０６６℃（１９５０℃）の範囲内の温度での鍛造によって生じる。当
業者であれば、破断寿命の増大は高温クリープの増大をももたらすことが認識できよう。
従って、破断寿命の増加が得られる様々な非限定的実施態様によれば、本明細書において
説明するように、高温クリープの増大も観察されるかもしれない。
【００２８】
　図１は、鍛造温度の関数としての７１８プラス（登録商標）合金の直接時効処理に対す
る応答を、降伏強さ（ＹＳ）及び破断寿命についての溶体化時効値に対する直接時効値の
増加として示す。図１は、７０４℃（１３００°F）破断寿命の増加（すなわち、寿命（
直接時効）－寿命（溶体化時効））は、鍛造温度の上昇（すなわち、約９８２℃（１８０
０°F）から約１０６６℃（１９５０℃））と共に増加するが、７０４℃（１３００°F）
ＹＳの増加（すなわち、ＹＳ（直接時効）－ＹＳ（溶体化時効））は、鍛造温度（すなわ
ち、約９１３℃（１６７５°F）から約１０３８℃（１９００°F））が低下するにつれて
増加することを示す。図２は、合金７１８プラス（登録商標）の鍛造温度に対する直接時
効応答を、溶体化時効と比較した場合の特性の相対的向上（パーセント）として示す。従
って、具体的な最終部品に対する要求に応じて、直接時効条件を合金７１８プラス（登録
商標）のために調整して、特定の一組の特性を最適化してよい。例えば、より高い温度範
囲、例えば、約９８２℃（１８００°F）～約１０６６℃（１９５０°F）での鍛造、続い
て直接時効は、溶体化処理及び時効と比較して、溶体化処理及び時効処理によって得られ
るものよりもよりもわずかに高い引張強さしか有しない一方で、かなり改善された破断寿
命を有する材料を提供する。他に、追加の室温冷間加工を含んでよい約９１３℃（１６７
５°F）～約１０３８℃（１９００°F）の温度範囲で鍛造することは、溶体化処理及び時
効を施した場合と比較して、引張強さを非常に増大させ、溶体化処理及び時効を施した場
合と比較して、破断寿命の増大がほとんど又は全く無い。
【００２９】
　降伏強さの増加が得られる本明細書において開示する特定の非限定的な実施態様（すな
わち、約９１３℃（１６７５°F）～約１０３８℃（１９００°F）の範囲にわたる鍛造温
度を用いる）によれば、加工プロセスの最中に、合金の温度は、熱間加工温度未満に低下
しなければならず、その結果、若干の残留転位下位構造（residual dislocation substru
cture）が保持される。いずれにせよ、後続の各加工工程または加工パスの前に、合金を
加工温度に再加熱してよい。例えば、特定の非限定的な実施態様においては、７１８プラ
ス（登録商標）ニッケル基合金を加工温度に繰り返し加熱し、加工し、最終加工パスの前
に、合金を約９１３℃（１６７５°F）～約１０６６℃（１９５０°F）の範囲にわたる温
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度で再加熱する。特定の非限定的な実施態様によれば、ニッケル基合金を繰り返し加熱し
、加工し、最終加工パスの前に、合金を約９１３℃（１６７５°F）～約１０３８℃（１
９００°F）の範囲にわたる温度で再加熱する。他の非限定的実施態様においては、ニッ
ケル基合金を繰り返し加熱し、加工し、最終加工パスの前に、合金を約９８２℃（１８０
０°F）～約１０６６℃（１９５０°F）の範囲にわたる温度で再加熱する。特定の非限定
的実施態様によれば、前述のとおり、最終加工パスの前に合金をある温度に再加熱するこ
とには、本明細書において検討した材料特性の増加を観察するのに十分であれば如何なる
量の時間をかけてもよい。特定の非限定的実施態様によれば、最終加工パスの前に合金を
再加熱することには、５時間未満の時間をかけてよい。本明細書において使用する“最終
加工パス”という用語は、ニッケル基合金を約７６０℃（１４００°F）に急速に冷却す
る前の最後の加工工程を意味する。
【００３０】
　本開示の特定の実施態様における熱間加工の最中の７１８プラス（登録商標）ニッケル
基合金の急速冷却を、ここで詳細に検討する。最終加工パスの後の冷却速度は、直接時効
処理の有効性に影響することがあり、特にγ′（ガンマプライム）固溶限度線温度（約９
８２℃（１８００°F）～約７６０℃（１４００°F））のための温度範囲内では、徐冷は
避けるべきである。いかなる特定の理論によって束縛されることも意図するものではない
が、急速冷却は、この温度範囲内で合金を徐々に冷却する場合に起きることがある粗γ′
（ガンマプライム）析出物の析出を防ぐために必要であると考えられている。従って、特
定の非限定的実施態様によれば、加工温度、例えば、約９１３℃（１６７５°F）～約１
０６６℃（１９５０°F）の範囲にわたる温度での合金の最終加工パスの後に、７１８プ
ラス（登録商標）ニッケル基合金を急速に冷却する。ニッケル基合金を、加工温度から約
７６０℃（１４００°F）の温度に急速に冷却する。ニッケル基合金の冷却速度は、部分
的には、急速に冷却される物品のサイズ及び／または厚さに依存することがあり、１０℃
／min（１８°F／min）～最高１６６７℃／min（３０００°F／min）までの範囲にわたっ
てよい。本開示の一つの非限定的実施態様では、合金を、２８℃／min（５０°F／分）を
超える冷却速度で急速に冷却する。別の非限定的実施態様では、合金を、４２℃／min（
７５°F／min）を超える冷却速度で急速に冷却する。特定の非限定的実施態様によれば、
合金を２８℃／min（５０°F／min）～１１２℃／min（２００°F／min）の速度で急速に
冷却することができる。他の非限定的実施態様においては、合金を４２℃／min（７５°F
／min）～１１２℃／min（２００°F／min）の冷却速度で急速に冷却する。加工したニッ
ケル基合金を急速に冷却する非限定的な方法は、例えば、空冷、強制空冷、及び、油焼入
れ又は水焼入れを含む。一旦ニッケル基合金を約７６０℃（１４００°F）に急速に冷却
したら、合金をさらに室温に冷却してよい。約７６０℃（１４００°F）から室温に冷却
する速度は、工業的に許容可能な任意の速度でよく、急速でも遅い速度でもよい。
【００３１】
　本開示の方法に関する特定の非限定的実施態様においては、合金の加工の最中の塑性変
形の程度は、直接時効処理の成功におけるファクターとなることがある。塑性変形が小さ
すぎる場合、直接時効によって合金の機械的性質に及ぼすわずかな影響が存在するかもし
れない。ニッケル基合金を加工することを含む特定の非限定的実施態様においては、１０
％未満の変形を有する加工済みニッケル基合金と比較して、１０％を超える変形は、ニッ
ケル基合金の機械的性質を改善することができる。変形が１０％から０％まで減少するに
つれて、直接時効の影響は徐々に減少するであろうということは予想されている。本開示
の別の非限定的実施態様においては、加工されたニッケル基合金は約１２％～約６７％の
変形を含む。しかしながら、一加工パスの最中に塑性変形が過度に高い場合には、直接時
効処理から生じる機械的特性の改善は縮小するかもしれない。いかなる特定の理論によっ
て束縛されることも意図するものではないが、これは、採用した高い顕著な断熱加熱が原
因となっており、この断熱加熱は採用した高い加工歪み速度で起こると考えられている。
歪み速度を下げて、過度の断熱加熱を避けることができるならば、大きな加工圧下（work
ing reduction）を使用できる。
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【００３２】
　本開示の特定の非限定的実施態様においては、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合
金を加工することは、直接時効工程の前の冷間加工を含む。特定の実施態様においては、
ニッケル基合金を、９８２℃（１８００°F）未満の温度で冷間加工する。他の非限定的
な実施態様によれば、ニッケル基合金はほぼ室温で冷間加工される。冷間加工は、一般に
、合金の回収及び再結晶なしでの合金の塑性加工を指す。ニッケル基合金を冷間加工して
所望の形状にすることには、工業的に許容された任意の冷間加工方法、例えば、以下にも
のに限定されるわけではないが、冷間圧延、冷間引抜き、ハンマリング、スエージング、
及び、これらの冷間加工方法の様々な組合せが含まれ得る。以下に示すように、熱間加工
と後続の冷間加工及び直接時効との組合せは、７１８プラス（登録商標）合金の強度、例
えば、７０４℃（１３００°F）引張強さを増加させることができる。本明細書において
使用する“７０４℃（１３００°F）引張強さ”という用語は、開示を本明細書において
参照のために援用するＡＳＴＭ　Ｅ２１に従って、７０４℃（１３００°F）に加熱した
時の、メガパスカル（MPa）またはキロポンド／インチ2（ksi）の単位での合金の強度の
測定値と定義される。特定の非限定的実施態様によれば、冷間加工、例えば、室温での冷
間加工と後続の本明細書において開示されたプロセス下での直接時効は、室温で冷間加工
も、直接時効も施していない同様の合金（例えば溶体化処理及び時効を施した合金）と比
較して、７０４℃（１３００°F）引張降伏強さを有する合金をもたらすことができる。
【００３３】
　先に検討したように、本明細書において開示する様々な非限定的実施態様によれば、合
金を加工して所望の形状にした後に、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金に直接時
効が施される。本明細書において限定するものではないが、特定の非限定的実施態様によ
れば、ニッケル基合金に直接時効を施すことは、加工したニッケル基合金を約７４１℃（
１３６５°F）～約８０２℃（１４７５°F）の範囲にわたる第１の直接時効温度に少なく
とも約２時間（ある温度での時間）加熱することを含んでよい。他の非限定的実施態様に
よれば、ニッケル基合金を直接時効することは、加工したニッケル基合金を約７４１℃（
１３６５°F）～約８０２℃（１４７５°F）の範囲にわたる第１の直接時効温度に約２時
間～約８時間の範囲にわたる時間加熱すること、ニッケル基合金を第１の直接時効温度か
ら約６２１℃（１１５０°F）～約７１８℃（１３２５°F）の範囲にわたる第２の直接時
効温度に冷却すること、合金を第２の直接時効温度で少なくとも８時間の時間維持するか
又は加熱すること、及び、ニッケル基合金を室温に冷却することを含んでよい。他の非限
定的実施態様によれば、第２の直接時効温度は約６３５℃（１１７５°F）～約７１８℃
（１３２５°F）としてよい。本明細書において開示する特定の実施態様においては、ニ
ッケル基合金を第１の直接時効温度から第２の直接時効温度に冷却することは、ニッケル
基合金を第１の直接時効温度から第２の直接時効温度に炉冷することを含んでよい。本明
細書において使用する“炉冷する”という用語は、炉が所望の温度に冷却する間または炉
への出力を停止した後に、ニッケルに基づく合金を炉中で冷却させることを意味する。他
の非限定的実施態様によれば、ニッケル基合金を、第１の直接時効温度からより低い温度
（例えば室温など）に冷却（例えば、炉冷又は空冷）し、次に第２の直接時効温度に再加
熱してよい。
【００３４】
　本開示の様々な実施態様によれば、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金を直接時
効の最中に第１の直接時効温度から第２の直接時効温度に徐冷することが望ましい場合、
合金を任意の速度で冷却してよい。特定の実施態様によれば、合金を４４℃／hr（８０°
F／時）～６７℃／hr（１２０°F／時）の冷却速度で冷却してよい。他の非限定的な実施
態様においては、合金を約５６℃／hr（１００°F／時）の冷却速度で冷却する。ニッケ
ル基合金を第２の直接時効温度で少なくとも８時間維持し、次に、例えば、空冷を含む任
意の当分野において許容可能な手段を使用して室温に冷却してよい。
【００３５】
　本開示の様々な実施態様に従う直接時効を施した７１８プラス（登録商標）ニッケル基
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合金は、非直接時効条件下で、例えば、溶体化時効条件下で処理した同類のニッケル基合
金と比較して、改善された機械的性質を有することができる。特定の非限定的実施態様に
よれば、約９１３（１６７５°F）～約１０３８℃（１９００°F）の温度で鍛造した７１
８プラス（登録商標）合金の直接時効は、同一の温度で鍛造された、溶体化処理及び時効
が施され７１８プラス（登録商標）合金の７０４℃（１３００°F）降伏引張強さを上回
る７０４℃（１３００°F）降伏引張強さ約４０MPa～約１００MPaを有する。この増加は
、直接時効を施７１８プラス（登録商標）合金の場合、同一の温度で鍛造した、溶体化処
理及び時効を施した７１８プラス（登録商標）合金を上回る７０４℃（１３００°F）降
伏引張強さの４％～１１％の増加に相当する。図１及び図２に示された通りである。他の
非限定的実施態様によれば、約９８２℃（１８００°F）～約１０６６℃（１９５０℃）
の温度で鍛造した７１８プラス（登録商標）合金の直接時効は、同一の温度で鍛造した、
溶体化処理及び時効を施した７１８プラス（登録商標）合金の応力破断寿命を上回る７０
４℃（１３００°F）及び５５２MPaでの応力破断寿命約４０時間～約２００時間を有する
。この増大は、直接時効を施した７１８プラス（登録商標）合金の場合、同一の温度で鍛
造した、溶体化処理及び時効を施した７１８プラス（登録商標）合金を上回る応力破断寿
命の３４％～８３％の増大に相当する。図１及び２に示された通りである。
【００３６】
　本明細書において開示する様々な非限定的実施態様の下で、直接時効を施した７１８プ
ラス（登録商標）合金の改善された機械的性質は、熱的に安定である。約７６０℃（１４
００°F）の高温に長時間（１００時間以上）さらした後でさえも、本開示の様々な非限
定的な方法によって処理された合金の改善された機械的性質が観察される。
【００３７】
　本開示の様々な実施態様に従った７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金は、鍛練７
１８プラス（登録商標）ニッケル基合金としてよい。例えば、本明細書で限定するもので
はないが、ニッケル基合金を、所望の組成を有する原料を真空誘導溶解（“ＶＩＭ”）操
作で溶解し、それに続いて、溶融した材料をインゴットに鋳造することによって製造でき
る。その後、インゴットを再溶解することによって、鋳造した材料をさらに精製してよい
。例えば、鋳造した材料を、真空アーク再溶解（“ＶＡＲ”）、エレクトロスラグ再溶解
（“ＥＳＲ”）、またはＥＳＲ及びＶＡＲの組合せによって再溶解でき、これらの全ては
当分野において周知である。他に、溶解及び再溶解のための当分野において周知の他の方
法を利用できる。
【００３８】
　本開示の実施態様は、さらに、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金及び本開示の
７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金に直接時効を施す方法を使用して製造した製造
物品を想定している。本開示の様々な非限定的実施態様に従って、７１８プラス（登録商
標）ニッケル基合金及び７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金に直接時効を施す方法
を用いて製造できる製造物品の非限定的な例としては、タービン及び圧縮機の部品、例え
ば、以下に限定されるわけではないが、ディスク、ブレード、シャフト、及びファスナー
が挙げられる。
【００３９】
　ここで、本開示の様々な非限定的な実施態様を以下の非限定的実施例において示す。
【実施例】
【００４０】
　実施例１
　第１の実施例において、米国特許出願第10/678,933号の開示に従って溶体化処理及び時
効を施した７１８プラス（登録商標）合金の機械的性質を、本開示の一つの非限定的実施
態様に従って直接時効を施した７１８プラス（登録商標）合金の機械的性質と比較した。
３つの処理条件からの機械的性質を調べた結果、１２から７まで変化するＡＳＴＭ結晶粒
度を有する生成物が得られた。結果を、表１（様々な処理条件によって製造された、溶体
化時効及び直接時効を施した７１８プラス（登録商標）合金製造物の間の機械的性質の比
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較）に示す。ＳＡ＝溶体化時効を施した、ＤＡ＝直接時効を施した、ＡＣ＝空冷した、Ｆ
Ｃ＝炉冷した、及びＣＷ＝冷間加工した。
【００４１】
　本実施例のための７１８プラス（登録商標）合金試料を次の通り製造した。溶体化処理
及び時効を施した合金試料は、９５４℃（１７５０°F）で１時間加熱することによって
溶体化処理し、続いて空冷した。試料を次に７８８℃（１４５０°F）で２時間時効し、
５５℃／hr（１００°F／hr）の速度で７８８℃（１４５０°F）から６５０℃（１２００
°F）の温度に炉冷し、６５０℃（１２００°F）で８時間時効し、次に室温に空冷した。
直接時効を施した製造物は、本開示の一つの非限定的実施態様に従って直接時効を実施し
た。直接時効を施した製造物を７８８℃（１４５０°F）で２時間加熱し、５５℃／hr（
１００°F／hr）の速度で７８８℃（１４５０°F）から６５０℃（１２００°F）の温度
に炉冷し、６５０℃（１２００°F）で８時間時効を施し、次に室温に空冷した。
【００４２】
　製造物を、開示内容を本明細書において参照のために援用するＡＳＴＭ　Ｅ２１に従っ
て７０４℃（１３００°F）で引張試験にかけて、各製造物につき引張強さ（“ＵＴＳ”
）、降伏強さ（“ＹＳ”）、％伸び（“ＥＬ”）、及び％断面減少率（“ＲＡ”）を測定
した。加えて、製造物を、開示内容を本明細書において参照のために援用するＡＳＴＭ　
２９２に従って７０４℃（１３００°F）及び５５２MPa（８０ksi）で応力－破断寿命試
験にかけて、各生成物につき応力－破断寿命及び破断時％伸び（percent elongation at 
rupture）を測定した。
【００４３】
　合金７１８プラス（登録商標）の引張強さ及び応力－破断寿命の両方ともに、溶体化処
理及び時効を施した７１８プラス（登録商標）合金の引張強さ及び応力－破断寿命と比較
して、直接時効によってかなり改善されたが、この改善は、熱間加工条件に一部依存する
。強度及び応力－破断特性の両方の増加は、仕上げ温度９０５℃（１６６２°F）（表面
）で圧延した小さなサイズの棒においては顕著だった。直接時効を施した生成物は、溶体
化処理及び時効を施した生成物の場合の９０４MPa（１３１．２ksi）のＹＳ及び１００．
０時間の応力－破断寿命と比較して、１０７２MPa（１５５．５ksi）のＹＳ及び２６１．
３時間の応力－破断寿命を有していた。これらの改善、特に強度の改善は、仕上げ加工温
度に直接に影響し得る出発加工温度及び製造物サイズの増大とともに減少した。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　実施例２
　本実施例を、本開示の方法の様々な非限定的実施態様のための満足な加工条件を決定す
るように設計した。本実施例では、４つの５．０８cm×５．０８cm×５．０８cmの立方体
からなるセットを、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金の直径２５．４cmの円形の
ビレットから２セット切り取った。立方体を、９２７℃（１７００°F）と１０９３℃（
２０００°F）との間の一連の様々な温度に加熱した。次に、全ての立方体を以下の通り
加工した。立方体の厚さを、まず第１のパスにおいて３．８１cmに減少させ、前示の加工
温度に再加熱した後第２のパスにおいてさらに厚さを２．５４cmに減少させた。２．５４
cmの厚さに平板化された立方体（または“パンケーキ（pancake）”）を、１０９３℃（
２０００°F）～９２７℃（１７００°F）（表２に示す通り）の範囲にわたる仕上げの鍛
造温度で約０．５時間再加熱し、さらに、最終加工パスにおいて、厚さ１．２７cmのパン
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ケーキにまで縮小させた（最終加工パスで圧下率５０％）。得られたパンケーキは、鍛造
型からの顕著な冷却化の影響無しに均一な結晶粒構造を有していた。鍛造したパンケーキ
を、最終鍛造の後に室温まで空冷し、試験試料ブランクを、鍛造したパンケーキから切断
した。４つの試験ブランクからなるセットの一つを、実施例１に述べた溶体化時効手順に
従って溶体化処理し、残りのセットの４つの試験ブランクに、実施例１に説明した本開示
の一つの非限定的実施態様に従って直接時効を施した。
【００４６】
　７０４℃（１３００°F）での引張試験、並びに７０４℃（１３００°F）及び５５２MP
a（８０ksi）での応力－破断試験を実施した。鍛造温度の影響の結果を、表２（加工温度
が直接時効の効率に及ぼす影響）に示す。
【００４７】
　表２の結果は、加工温度が、７１８プラス（登録商標）合金に直接時効を施した後に観
察される機械的性質に影響し得ることを示す。９２７℃（１７００°F）で加工した後の
直接時効は、同一の温度で加工した溶体化処理及び時効を施した合金の場合に観察される
ような改善された７０４℃（１３００°F）引張特性を与えたが、破断寿命は本質的に変
化しなかった。合金に、加工温度約９５４℃（１７５０°F）～約９８２℃（１８００°F
）で加工した後に直接時効を施した際に、７０４℃（１３００°F）引張強さはかなり増
大したが、応力－破断特性についてはわずかな増大しか観察されなかった。合金に１０３
８℃（１９００°F）から熱間加工及び直接時効を施すと、ＹＳの増大はわずかであった
が、応力破断寿命はほぼ２倍になった。さらに高い加工温度１０９３℃（２０００°F）
を用いた場合、直接時効を施した合金は、１時間未満の応力－破断寿命を有し、試験した
試料は、切欠き応力破断破壊（notch stress rupture break）（Ｎ．Ｂ．）を示した。
【００４８】



(18) JP 5221350 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

【表２】

【００４９】
　実施例３
　本実施例を、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金の機械的性質に対して熱間加工
温度での加熱時間が及ぼす影響を決定するように設計した。特定の工業的実施における加
熱時間が、特に重い大きな断面の部片の場合に、かなり長いという事実のために、本調査
を実施した。７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金の試料を、鍛造温度９２７℃（１
７００°F）または９５４℃（１７５０°F）で０．５時間または３時間加熱した。次に、
実施例１に述べたプロセスに従って、半数の試料に溶体化処理及び時効を実施した。実施
例１に説明されている本開示の一つの非限定的実施態様に従って、試料の残りの半数に直
接時効を施した。
【００５０】
　７０４℃（１３００°F）での引張試験、並びに７０４℃（１３００°F）及び５５２MP
a（８０ksi）での応力－破断試験を実施した。鍛造温度の影響の結果を、表３（直接時効
の効率に鍛造温度での加熱時間が及ぼす影響）に示す。
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【００５１】
　表３に示す結果は、合金の高温機械的性質が、鍛造温度での長い加熱時間の結果低下し
たが、大抵の場合その低下は僅かであったことを示す。例えば、鍛造温度９５４℃（１７
５０°F）の場合、直接時効を施した合金試料の７０４℃（１３００°F）引張強さ（ＹＳ
）は、鍛造時間が０．５時間の場合に１０７２MPa（１５５．５ksi）であり、鍛造時間が
３時間の場合に１０４７MPa（１５１．９ksi）に減少した。鍛造温度９２７℃（１７００
°F）の場合、直接時効を施した合金試料の７０４℃（１３００°F）引張強さ（ＹＳ）は
、鍛造時間が０．５時間の場合に１０７２MPa（１５５．５ksi）であり、鍛造時間が３時
間の場合に１０４７MPa（１５１．９ksi）に減少した。
【００５２】
【表３】

【００５３】
　実施例４
　本実施例を、直接時効を施した合金の引張強さ及び応力－破断寿命に対して合金試料の
塑性変形の量又は程度が及ぼす影響を決定するように設計した。加工の最中の塑性変形の
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程度は、直接時効処理の成功のためのファクターとなり得る。本実施例においては、パン
ケーキ鍛造における鍛造圧下の状態での塑性変形を、７１８プラス（登録商標）ニッケル
基合金に関して調べた。加工温度９５４℃（１７５０°F）及び９８２℃（１８００°F）
で、１２％～６７％の範囲にわたる最終鍛造圧下を調べた。仕上の鍛造の後、実施例１に
述べた本開示の一つの非限定的実施態様に従って合金試料に直接時効を実施した。
【００５４】
　７０４℃（１３００°F）での引張強さ試験を実施し、合金試料の応力－破断寿命を７
０４℃（１３００°F）及び５５２MPa（８０ksi）で試験した。直接時効を施した合金試
料の機械的性質に対して鍛造圧下率が及ぼす影響を、表４（直接時効の効率に鍛造圧下率
が及ぼす影響）に示す。
【００５５】
　表４は、７１８プラス（登録商標）合金試料の直接時効プロセスから生じる７０４℃（
１３００°F）引張強さの改善は、１２～２０％という低い値から最高で６７％までの範
囲にわたる鍛造圧下率の場合に存在することを示す。仕上げの鍛造圧下の関数としての特
性レベルの若干の差が存在するが、全ての場合で、７０４℃（１３００°F）ＹＳ並びに
７０４℃（１３００°F）及び５５２MPa（８０ksi）応力破断寿命は、調査した全範囲に
わたって、表２に示した同一の鍛造温度の場合に溶体化処理及び時効を施した材料の特性
の値を超えた。
【００５６】
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【表４】

【００５７】
　実施例５
　本実施例において、直接時効を施した７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金の機械
的性質に対して加工の後の冷却速度が及ぼす影響を調べた。加工の後の冷却速度は、直接
時効を施した合金で観察される機械的性質に影響を及ぼす可能性がある。特にγ′（ガン
マプライム）固溶限度線温度（約９８２℃（１８００°F））～約７６０℃（１４００°F
）の温度範囲内の徐冷は、直接時効から生じる機械的性質の観察される改善を縮小する。
これは、このような温度範囲を経由する徐冷の際の粗γ′（ガンマプライム）粒子の析出



(22) JP 5221350 B2 2013.6.26

10

20

30

が原因である可能性がある。本実施例においては、７１８プラス（登録商標）ニッケル基
合金を使用したパンケーキ鍛造試行（実施例２に説明した通り）の際に加工後の冷却速度
の影響を調べた。圧下率５０％で９８２℃（１８００°F）で又は圧下率５０％で９５４
℃（１７５０°F）で加工した後に、パンケーキ合金試料を、１１２℃／min（２００°F
／min）または４２℃／min（７５°F／min）の冷却速度で、加工温度から７６０℃（１４
００°F）に冷却した。こうした速度（すなわち、１１２℃／min（２００°F／min）及び
４２℃／min（７５°F／min））で冷却することを、大きな製造物品の場合でさえも、当
分野において周知の様々な方法（例えば、強制空冷または油焼入れ若しくは水焼入れ）に
よって、商業生産において実現してもよい。実施例１に述べた本開示の一つの非限定的実
施態様に従って、合金試料を次に室温に冷却し、直接時効を実施した。
【００５８】
　７０４℃（１３００°F）での引張強さ試験を実施し、合金試料の応力－破断寿命を７
０４℃（１３００°F）及び５５２MPa（８０ksi）で試験した。直接時効を施した合金試
料の機械的性質に対して加工の後の冷却速度が及ぼす影響を、表５（直接時効の効率に、
鍛造の後の冷却速度が及ぼす影響）に示す。
【００５９】
　表５は、ニッケル基合金の直接時効からの改善された機械的性質は、加工温度から７６
０℃（１４００°F）までの合金の冷却速度に依存し得ることを示す。加工温度から７６
０℃（１４００°F）までの１１２℃／min（２００°F／min）から４２℃／min（７５°F
／min）までの平均冷却速度の減少は、直接時効を施したニッケル基合金の機械的性質の
改善をごく僅かしか縮小させないことを示す。また、本実施例は、直接時効した７１８プ
ラス（登録商標）製造物の場合に、表２に示した溶体化処理及び時効を施した製造物を上
回る引張強さの著しい改善が、４２℃／min（７５°F／min）という低い冷却速度を用い
て維持されることも示す。例えば、加工温度９８２℃（１８００°F）で、冷却速度１１
２℃／min（２００°F／min）は、９７３MPa（１４１．２ksi）の７０４℃（１３００°F
）ＹＳ及び１５７．３時間の応力－破断寿命を有する合金試料をもたらしたが、冷却速度
４２℃／min（７５°F／min）は、９８０MPa（１４２．２ksi）の７０４℃（１３００°F
）ＹＳ及び１４６．１時間の応力－破断寿命を有する合金試料をもたらした。加工温度９
５４℃（１７５０°F）で、冷却速度１１２℃／min（２００°F／min）は、１０７２MPa
（１５５．５ksi）の７０４℃（１３００°F）ＹＳ及び１２２．９時間の応力－破断寿命
を有する合金試料をもたらしたが、冷却速度４２℃／min（７５°F／min）は、１００７M
Pa（１４６．１ksi）の７０４℃（１３００°F）ＹＳ及び９８．６時間の応力－破断寿命
を有する合金試料をもたらした。
【００６０】
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【表５】

【００６１】
　実施例６
　本実施例は、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金に直接時効を実施することによ
り得られる改善された機械的性質が長時間の熱暴露の後に低下するかどうかを評価するよ
うに設計した。本実施例においては、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金の試料を
、以下に説明するように溶体化処理及び時効を施すか又は直接時効を施し、次に７６０℃
（１４００°F）に１００時間熱暴露した。熱暴露した７１８プラス（登録商標）合金試
料の高温機械的性質を、非熱暴露７１８プラス（登録商標）合金試料の高温機械的性質と
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比較した。表１に説明したような小さなサイズのニッケル基合金の圧延された棒を、以下
の通りに処理した。半数の棒に９５４℃（１７５０°F）で１時間溶体化処理を行い、次
に空冷した。試料の全て（溶体化処理を施したもの及び直接時効を施したものの両方）に
次に、以下の時効の操作手順の中の一つを用いて時効を実施した：（１）合金試料に７４
１℃（１３６５°F）の温度で８時間時効を施し、５５℃／hr（１００°F／hr）で６２１
℃（１１５０°F）に炉冷し、６２１℃（１１５０°F）で８時間加熱し、次に室温に空冷
すること、又は、（２）合金試料を７８８℃（１４５０°F）の温度で２時間時効を施し
、５５℃／hr（１００°F／hr）で６４９℃（１２００°F）に炉冷し、６４９℃（１２０
０°F）で８時間加熱し、次に室温に空冷すること。
【００６２】
　７０４℃（１３００°F）での引張試験を実施し、合金試料の応力－破断寿命を７０４
℃（１３００°F）及び５５２MPa（８０ksi）で試験した。溶体化処理及び時効を実施し
た７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金、並びに直接時効を施した７１８プラス（登
録商標）ニッケル基合金の両方の機械的性質に対し、熱暴露が及ぼす影響を、表６（直接
時効した合金の機械的性質に熱暴露が及ぼす影響）に示す。
【００６３】
　表６に示すように、直接時効プロセスにかけて処理した合金試料は、溶体化時効プロセ
スにかけて処理した合金試料と比較して、７０４℃（１３００°F）引張強さ及び応力－
破断寿命の向上を示した。直接時効した材料の引張降伏強さは、７６０℃（１４００°F
）で１００時間の熱暴露の後に増大した。例えば、直接時効プロセス（１）の下で直接時
効を施した合金の場合、７０４℃（１３００°F）降伏強さは当初１０５７MPa（１５３．
４ksi）であり、熱暴露の後には１０８２MPa（１５７．０ksi）だった。直接時効プロセ
ス（２）の下で直接時効を施した合金の場合、７０４℃（１３００°F）降伏強さは当初
１０７２MPa（１５５．５ksi）であり、熱暴露の後には１０９９MPa（１５９．５ksi）だ
った。応力破断結果は、時効処理（１）の場合には寿命のわずかな減少を示し、また、時
効処理（２）の場合には増大を示した。このデータは、直接時効処理の下での合金７１８
プラス（登録商標）の熱安定性は、溶体化処理及び時効処理の下での合金の熱安定性と少
なくとも同等であることを示唆する。
【００６４】
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【表６】

【００６５】
　実施例７
　本開示の様々な実施態様の直接時効プロセスから得られる７１８プラス（登録商標）ニ
ッケル基合金の機械的性質の向上は、直接時効プロセスの前にニッケル基合金を室温で冷
間加工した場合にも観察される。本実施例は、室温冷間加工は、すでに説明した加工の実
施に加えて適用された場合に、溶体化時効または直接時効単独の場合と比較して、７１８
プラス（登録商標）合金の強度を増大させることができることを示す。
【００６６】
　本実施例においては、７１８プラス（登録商標）ニッケル基合金試料を、９８２℃～９
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９６℃（１８００°F～１８２５°F）での仕上の鍛造において圧下率５０％で加工した。
次に、合金試料に、溶体化処理及び時効を実施するか、直接時効を施すか、または室温冷
間加工及び直接時効を施した。溶体化処理及び時効を施した試料を８４３℃（１５５０°
F）で８時間、次に９５４℃（１７５０°F）で１時間溶体化処理し、空冷した。試料の全
て（溶体化処理及び時効を施した；直接時効を施した；並びに冷間加工及び直接時効を施
した）に７８８℃（１４５０°F）で２時間時効を施し、５５℃／hr（１００°F／hr）の
速度で６５０℃（１２００°F）に冷却し、６５０℃（１２００°F）で８時間維持し、次
に室温に空冷した。
【００６７】
　合金試料の７０４℃（１３００°F）引張機械的性質を測定し、その結果を、表７（合
金７１８プラス（登録商標）の引張特性に対して冷間圧延＋直接時効が及ぼす影響）に示
した。
【００６８】
　表７に示すように、直接時効の前に室温冷間加工したニッケル基合金試料は、非冷間加
工／直接時効を施した及び溶体化処理及び時効を施した合金試料の両方と比較して、７０
４℃（１３００°F）で改善された強度を示した。
【００６９】
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【表７】

【００７０】
　以上の説明では、やむを得ず限定された数の本発明の実施態様を示したが、当業者であ
れば、本発明の本質を説明するために本明細書において説明し、例証した実施例の構成要
素、組成物、詳細、材料、及びプロセスパラメータの様々な変更を当業者によって行うこ
とができ、このように修正された発明も、すべて、本明細書及び添付の請求の範囲に記載
された本発明の原理及び範囲内にあることは、了解できよう。また、当業者であれば、そ
の広い本発明の概念から逸脱することなく、前述の実施態様に変更を加えることができる
ことも了解できよう。従って、本発明は、開示する特定の具体例に限定されるのではなく
、請求の範囲によって定義される本発明の原理及び範囲内の修正を包含することを意図さ
れていることは理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】鍛造温度の関数としての、機械的性質である７０４℃（１３００°F）降伏強さ
及び破断寿命における、溶体化処理及び時効を施した７１８プラス（登録商標）合金と直
接時効を施した７１８プラス（登録商標）合金との差を示す。
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【図２】鍛造温度の関数としての、溶体化処理及び時効を施した７１８プラス（登録商標
）合金及び直接時効を施した７１８プラス（登録商標）合金からの機械的性質のパーセン
ト変化を示す。

【図１】

【図２】
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